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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者によるアクセルペダル操作量を計測するアクセルペダル操作量計測手段と、
　前記運転者によるブレーキペダル操作量を計測するブレーキペダル操作量計測手段と、
　前記運転者によるステアリング操作量を計測するステアリング操作量計測手段と、
　自車位置を特定する自車位置特定手段と、
　自車に対する障害物を認識する障害物認識手段と、
　前記アクセル操作量計測手段により計測されたアクセル操作量と、前記ブレーキペダル
操作量計測手段により計測されたブレーキペダル操作量とに基づいて前記運転者がどの程
度を減速意図しているかを示す減速意図項を演算し、前記ステアリング操作量計測手段に
より計測されたステアリング操作量に基づいて前記運転者がどの程度大きく又は速く操舵
しているかを示す操舵状態量を演算し、前記自車位置特定手段により運転者が無条件で制
動または操舵を行う状況に自車が位置していることが特定された場合、及び前記障害物認
識手段により自車の減速または停止の要因となる障害物が認識された場合に危険感受度を
小さくし、かつ前記状況に自車が位置していることが特定されない場合、及び自車の減速
または停止の要因となる障害物が認識されない場合に前記危険感受度を変更しないように
する補正項を演算し、前記減速意図項、前記操舵状態量、前記補正項に基づいて前記運転
者の危険感受度を推定する危険感受度推定手段と、
　を備えた危険感受度推定装置。
【請求項２】
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　運転者によるアクセルペダル操作量を計測するアクセルペダル操作量計測手段と、
　前記運転者によるブレーキペダル操作量を計測するブレーキペダル操作量計測手段と、
　前記運転者によるステアリング操作量を計測するステアリング操作量計測手段と、
　走行予定の自車位置を予め記憶した自車位置記憶手段と、
　自車位置に対応する障害物認識結果を予め記憶した障害物記憶手段と、
　前記アクセル操作量計測手段により計測されたアクセル操作量と、前記ブレーキペダル
操作量計測手段により計測されたブレーキペダル操作量とに基づいて前記運転者がどの程
度を減速意図しているかを示す減速意図項を演算し、前記ステアリング操作量計測手段に
より計測されたステアリング操作量に基づいて前記運転者がどの程度大きく又は速く操舵
しているかを示す操舵状態量を演算し、前記自車位置記憶手段により運転者が無条件で制
動または操舵を行う状況に自車が位置していることが記憶されている場合、及び前記障害
物記憶手段により自車の減速または停止の要因となる障害物が記憶されている場合に危険
感受度を小さくし、かつ前記状況に自車が位置していることが記憶されていない場合、及
び自車の減速または停止の要因となる障害物が記憶されていない場合に前記危険感受度を
変更しないようにする補正項を演算し、前記減速意図項、前記操舵状態量、前記補正項に
基づいて前記運転者の危険感受度を推定する危険感受度推定手段と、
　を備えた危険感受度推定装置。
【請求項３】
　前記運転者の足位置がアクセルペダル及びブレーキペダルのいずれの上にあるか否かを
計測するペダル足位置計測手段を更に備え、
　前記危険感受度推定手段は、前記ペダル足位置計測手段の計測結果を更に用いて前記減
速意図項を演算することにより、前記運転者の危険感受度を推定する
　請求項１または２に記載の危険感受度推定装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の危険感受度推定装置と、
　前記自車位置と前記障害物認識結果とに基づいて前記運転者の規範的危険感受度を計算
する規範的危険感受度計算手段と、
　前記危険感受度推定装置により推定された危険感受度と、前記規範的危険感受度計算手
段により計算された規範的危険感受度とに基づいて、前記運転者による運転の安全性を評
価する安全性評価手段と、
　を備えた安全運転評価装置。
【請求項５】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の危険感受度推定装置と、
　各々の走行位置に対応する規範的危険感受度を予め記憶した規範的危険感受度記憶手段
と、
　前記危険感受度推定装置により推定された危険感受度と、前記規範的危険感受度記憶手
段に記憶され、かつ現在の走行位置に対応する規範的危険感受度とに基づいて、前記運転
者による運転の安全性を評価する安全性評価手段と、
　を備えた安全運転評価装置。
【請求項６】
　前記規範的危険感受度記憶手段は、前記危険感受度推定装置により推定された危険感受
度と現在の走行位置とに基づいて、各々の走行位置に対応する規範的危険感受度を更新す
る
　請求項５に記載の安全運転評価装置。
【請求項７】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の危険感受度推定装置と、
　前記危険感受度推定装置により推定された危険感受度の大きさを出力する危険感受度出
力手段と、
　を備えた警報装置。
【請求項８】
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　請求項４から６のいずれか１項に記載の安全運転評価装置と、
　前記安全運転評価装置により評価された運転の安全性の大きさを出力する安全性出力手
段と、
　を備えた警報装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、危険感受度推定装置、安全運転評価装置及び警報装置に係り、特に、運転状況
に応じた主観的リスクを推定する危険感受度推定装置、安全運転評価装置及び警報装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、運転者に交通状況の危険度を知らせることで交通事故を抑止することを狙った様々
な車両予防安全装置が提案されている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照。）。
【０００３】
特許文献１に記載された危険度評価装置は、自車の車速、自車と先行車との車間距離、運
転者の反応時間をもとに、先行車との衝突可能性を演算して、危険の程度を運転者に提示
するものである。
【０００４】
特許文献２に記載された警報装置は、電子地図上の各位置の危険度や、運転者の普段の制
動行動から危険の有無を検出して電子地図上の各位置の危険度を記憶した記憶手段を備え
ている。そして、現在位置において、記憶手段に蓄積された危険度より小さい危険度を感
受していると判断された場合に、警報を出すものである。
【０００５】
また、運転教育によって危険判断能力を高め、安全運転意識を向上させることを狙ったも
のがある（例えば、特許文献３参照。）。特許文献３に記載された教習システムは、運転
者（この場合、受講者）に対して一般的に危険な交通状況を提示し、当該交通状況での適
切な対処方法をＱ＆Ａ形式で学習させるものである。
【０００６】
一方、交通事故のほとんどに、運転者のヒューマンエラーが関与していると言われている
。特に、「この交差点はめったに車が通らないから今日も大丈夫だろう。」、「自車の方
の道が優先道路だから相手は出てこないだろう。」、「自分の方の信号が青だから相手は
出てこないだろう。」といった運転者の「思い込み」が、ヒューマンエラーの大半を占め
ている（例えば、非特許文献１参照。）。
【０００７】
ここで、「思い込み」とは、運転者が現在走行中の交通状況に対してどの程度危険を感じ
ているかという危険感受度（主観的リスク）と、その交通状況が客観的にどの程度危険な
のかという規範的危険感受度（客観的リスク）とを比較したとき、図２４に示すように、
客観的リスクに比べて主観的リスクが低い場合、と定義できる（例えば、非特許文献２参
照。）。
【０００８】
【特許文献１】
特開平１０－１０９３４６号公報
【特許文献２】
特開２００２－１４０７７５号公報
【特許文献３】
特開２００１－１０９３６４号公報
【非特許文献１】
（財）交通事故総合分析センター編：イタルダ・インフォメーション，Ｎｏ　３３，２０
０１
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【非特許文献２】
國分ら：ドライバーのリスク感受特性分析，ヒューマンインタフェースシンポジウム２０
０２論文集，Ｐｐ．４０９－４１２，２００２
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
特許文献１に記載された危険度評価装置は、リアルタイムで交通状況の危険度を表示する
ことで、運転者の防衛運転を助けることができる。しかし、危険度判定における運転者の
特性として、運転者の反応時間のみしか考慮していないため、運転者が危険と分かってい
る場合でも、客観的に危険と判断されればいつでも危険性が報知されるため、運転者にと
ってわずらわしいものとなる可能性がある。既述のように、交通事故の主要因は運転者の
「思い込み」、つまり、危険な状況を危険と感じていないことであり、これ以外の場合で
の警報等は運転者にとってはわずらわしくなってしまう。
【００１０】
また、特許文献２に記載された警報装置は、普段の運転者の行動から危険な場所を特定し
てゆくことで、運転者の運転スタイルに適合した警報を発することが可能である。かつ、
周辺環境を認識する必要がないので、構成が簡易ですむ。
【００１１】
しかしながら、交差点の右左折、赤信号・一時停止、先行車の停止、路上の障害物などが
ある場合、運転者は無条件に制動を行うため、このような場合でも運転者の危険感受度が
高いと判定され、蓄積されてしまう。
【００１２】
いつも同じ場所を右左折するとは限らないし、同じ場所に障害物があるとは限らない。そ
して、何ら危険性がないにもかかわらず、当該場所での普段の制動行動と異なっている（
普段より危険感受度が低い）という理由のみで警報が発せられてしまうことが考えられ、
運転者に対するわずらわしさにつながる。逆に、いつもは危険でない場所で、その時に隈
って偶発的に危険な交通状況となった場合には警報は発せられない。したがって、「警報
が鳴っていないから大丈夫。」といった誤った安心感を運転者に与えてしまい、事故の危
険性を高める可能性がある。
【００１３】
また、特許文献３に記載された教習システムのように、交通状況に対する危険感受度を高
めるための教育的手段としては、ビデオ、イラスト、ＣＧ画面などを視聴しながら机上で
Ｑ＆Ａを行う方式が一般的である。このような方法は、道絡上の運転経験がないか運転経
験が乏しい教習中の運転者などにとっては、いつでも机上で学習できるので、有効である
。
【００１４】
しかしながら、学習に用いる運転場面は通常、典型的に危険な交通状況であって、交通状
況に潜在する多種多様な場面について学習することは困難である。また、Ｑ＆Ａ方式であ
るため、交通状況の危険判断能力が知識としては習得されたとしても、実際の運転行動に
反映される（実際の運転場面で適切な危険を感受できる）とは限らない。また、知識の正
しさは判定できるが、運転行動の適切さを判定できるものではない。
【００１５】
一方、非特許文献１及び非特許文献２によると、運転者の「思い込み」を防ぐことができ
れば、交通事故を大幅に低減させることが期待できる。つまり、運転者は、危険な交通状
況を適切に危険であると感じていれば、その危険を回避したり、予め危険を減らすような
運転（防衛運転）をすることができる。これにより、交通事故の危険性を低減させること
ができる。逆に、運転者は、危険な交通状況なのに危険と感じていなければ、危険回避や
防衛運転をできない。これにより、交通事故の危険性が高まると考えられる。
【００１６】
そこで、運転者が「思い込み」に至っているときに、適切な危険判断に導くような情報提
示や警報を行うことができれば、交通事故の危険性を低減させることができる。このため
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には、運転中の運転者の危険感受度（主観的リスク）をリアルタイムで定量的に求めるこ
とが必要である。
【００１７】
本発明は、上述した課題を解決するために提案されたものであり、運転者が主観的に感じ
る危険感受度を定量的に推定する危険感受度推定装置、推定された危険感受度を用いて安
全運転しているかを評価する安全運転評価装置、及び事故を防止するために警報を出力す
る警報装置を提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明である危険感受度推定装置は、運転者によるアクセルペダル操作
量を計測するアクセルペダル操作量計測手段と、前記運転者によるブレーキペダル操作量
を計測するブレーキペダル操作量計測手段と、前記運転者によるステアリング操作量を計
測するステアリング操作量計測手段と、自車位置を特定する自車位置特定手段と、自車に
対する障害物を認識する障害物認識手段と、前記アクセル操作量計測手段により計測され
たアクセル操作量と、前記ブレーキペダル操作量計測手段により計測されたブレーキペダ
ル操作量とに基づいて前記運転者がどの程度を減速意図しているかを示す減速意図項を演
算し、前記ステアリング操作量計測手段により計測されたステアリング操作量に基づいて
前記運転者がどの程度大きく又は速く操舵しているかを示す操舵状態量を演算し、前記自
車位置特定手段により運転者が無条件で制動または操舵を行う状況に自車が位置している
ことが特定された場合、及び前記障害物認識手段により自車の減速または停止の要因とな
る障害物が認識された場合に危険感受度を小さくし、かつ前記状況に自車が位置している
ことが特定されない場合、及び自車の減速または停止の要因となる障害物が認識されない
場合に前記危険感受度を変更しないようにする補正項を演算し、前記減速意図項、前記操
舵状態量、前記補正項に基づいて前記運転者の危険感受度を推定する危険感受度推定手段
と、を備えている。
【００１９】
アクセル操作量計測手段は、アクセル操作量を計測するものに限らず、アクセル操作量に
関連する物理量、例えばスロットルポジション等を計測してもよい。
【００２０】
ブレーキ操作量計測手段は、ブレーキ操作量を計測するものに限らず、ブレーキ操作量に
関連する物理量、例えばマスタシリンダ圧等を計測してもよい。
【００２１】
ステアリング操作量計測手段は、ステアリング操作量を計測するものに限らず、ステアリ
ング操作量に関連する物理量、例えば操舵角速度、横加速度、ヨーレイト等を計測しても
よい。
【００２２】
自車位置特定手段は、自車の走行位置である自車位置を特定する。ここで、自車位置は、
減速・停止の要因となり、かつ所定位置に対して絶対的に存在する外部環境（信号機や一
時停止線等の有無）を確認するために用いられる。
【００２３】
障害物認識手段は、自車に対する障害物、つまり自車の走行を妨げる障害物を認識する。
障害物認識手段による障害物認識結果は、減速・停止の要因となり、かつ所定時間におい
て自車に対して相対的に存在する外部環境（人間や車両等の有無）を確認するために用い
られる。
【００２４】
　危険感受度推定手段は、アクセル操作量及びブレーキペダル操作量に基づいて運転者の
減速意図項を求め、ステアリング操作量に基づいて操舵状態量を求め、さらに、運転者が
無条件で制動または操舵を行う状況に自車が位置していることが特定された場合、及び自
車の減速または停止の要因となる障害物が認識された場合に危険感受度を小さくし、かつ
前記状況に自車が位置していることが特定されない場合、及び自車の減速または停止の要
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因となる障害物が認識されない場合に危険感受度を変更しないようにする補正項を演算す
る。そして、これらを考慮して、運転者の主観的な危険度である危険感受度を推定する。
【００２５】
　したがって、請求項１に記載の発明によれば、減速意図項、操舵状態量及び補正項をそ
れぞれ求めることで、運転者の行動だけでなく、外部環境も考慮して、運転者の危険感受
度を高精度に推定することができる。
【００２６】
　請求項２に記載の発明である危険感受度推定装置は、運転者によるアクセルペダル操作
量を計測するアクセルペダル操作量計測手段と、前記運転者によるブレーキペダル操作量
を計測するブレーキペダル操作量計測手段と、前記運転者によるステアリング操作量を計
測するステアリング操作量計測手段と、走行予定の自車位置を予め記憶した自車位置記憶
手段と、自車位置に対応する障害物認識結果を予め記憶した障害物記憶手段と、前記アク
セル操作量計測手段により計測されたアクセル操作量と、前記ブレーキペダル操作量計測
手段により計測されたブレーキペダル操作量とに基づいて前記運転者がどの程度を減速意
図しているかを示す減速意図項を演算し、前記ステアリング操作量計測手段により計測さ
れたステアリング操作量に基づいて前記運転者がどの程度大きく又は速く操舵しているか
を示す操舵状態量を演算し、前記自車位置記憶手段により運転者が無条件で制動または操
舵を行う状況に自車が位置していることが記憶されている場合、及び前記障害物記憶手段
により自車の減速または停止の要因となる障害物が記憶されている場合に危険感受度を小
さくし、かつ前記状況に自車が位置していることが記憶されていない場合、及び自車の減
速または停止の要因となる障害物が記憶されていない場合に前記危険感受度を変更しない
ようにする補正項を演算し、前記減速意図項、前記操舵状態量、前記補正項に基づいて前
記運転者の危険感受度を推定する危険感受度推定手段と、を備えている。
【００２７】
自車位置記憶手段は、走行予定の自車位置を予め記憶したものである。ここで、自車位置
は、減速・停止の要因となり、かつ所定位置に対して絶対的に存在する外部環境（信号機
や一時停止線等の有無）を確認するために用いられる。なお、自車位置は、光ディスクや
ハードディスクに記録された情報であってもよいし、外部から送信された情報であっても
よい。
【００２８】
障害物記憶手段は、自車位置に対応する障害物認識結果を予め記憶したものである。ここ
で、障害物認識結果は、減速・停止の要因となり、かつ所定時間において自車に対して相
対的に存在する外部環境（人間や車両等の有無）を確認するために用いられる。
【００２９】
　したがって、請求項２に記載された発明によれば、自車位置や障害物認識結果を予め用
意することで、減速意図項、操舵状態量及び補正項をそれぞれ求めて、運転者の危険感受
度を高精度に推定することができる。
【００３０】
　請求項３に記載の発明である危険感受度推定装置は、請求項１または２に記載の発明に
おいて、前記運転者の足位置がアクセルペダル及びブレーキペダルのいずれの上にあるか
否かを計測するペダル足位置計測手段を更に備え、前記危険感受度推定手段は、前記ペダ
ル足位置計測手段の計測結果を更に用いて前記減速意図項を演算することにより、前記運
転者の危険感受度を推定する。
【００３１】
運転者の足位置がアクセルペダルの上にある場合、運転者は、自車を定速状態から加速状
態に移行させる意思がある。運転者の足位置がブレーキペダルの上にある場合、運転者は
、自車を定速状態から減速状態に移行させる意思がある。つまり、運転者の足位置を計測
することで、運転者の減速意図の程度を判別することができる。
【００３２】
したがって、請求項３に記載の発明によれば、運転者の足位置がアクセルペダル及びブレ
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ーキペダルのいずれの上にあるか否かを計測し、この計測結果を更に用いて運転者の危険
感受度を推定することで、運転者の詳細な減速意図を判別して、より高精度に危険感受度
を求めることができる。
【００３３】
　請求項４に記載の発明である安全運転評価装置は、請求項１から３のいずれか１項に記
載の危険感受度推定装置と、前記自車位置と前記障害物認識結果とに基づいて前記運転者
の規範的危険感受度を計算する規範的危険感受度計算手段と、前記危険感受度推定装置に
より推定された危険感受度と、前記規範的危険感受度計算手段により計算された規範的危
険感受度とに基づいて、前記運転者による運転の安全性を評価する安全性評価手段と、を
備えている。
【００３４】
　規範的危険感受度計算手段は、前記自車位置と前記障害物認識結果とに基づいて、自車
の外部環境から客観的に得られる危険度、すなわち規範的危険感受度を計算する。
【００３５】
安全評価手段は、危険感受度推定装置により推定された危険感受度と、規範的危険感受度
計算手段により計算された規範的危険感受度とを比較して、安全性を評価する。ここで、
交通事故の主要因は、運転者の「思い込み」、つまり危険な状況を危険と感じていないこ
とである。運転者の危険感受度が規範的危険感受度よりも小さい場合、運転者が「思い込
み」に至っていると考えられる。
【００３６】
したがって、請求項４に記載の発明によれば、危険感受度と規範的危険感受度とを比較す
ることで、運転者が「思い込み」に至っている程度を判定できるので、運転者による運転
の安全性を正確に評価することができる。
【００３７】
請求項５に記載の発明である安全運転評価装置は、請求項１から３のいずれか１項に記載
の危険感受度推定装置と、各々の走行位置に対応する規範的危険感受度を予め記憶した規
範的危険感受度記憶手段と、前記危険感受度推定装置により推定された危険感受度と、前
記規範的危険感受度記憶手段に記憶され、かつ現在の走行位置に対応する規範的危険感受
度とに基づいて、前記運転者による運転の安全性を評価する安全性評価手段と、を備えて
いる。
【００３８】
規範的危険感受度記憶手段は、各々の走行位置に対応する規範的危険感受度を予め記憶し
ている。したがって、自車の走行位置が分かれば、規範的危険感受度をすぐに求めること
が可能である。
【００３９】
したがって、請求項５に記載の発明によれば、各々の走行位置に対応する規範的危険感受
度を予め記憶した規範的危険感受度記憶手段を備えることで、規範的危険感受度を計算す
る負荷を省いて、運転者による運転の安全性を評価することができる。
【００４０】
請求項６に記載の発明である安全運転評価装置は、請求項５に記載の発明において、前記
規範的危険感受度記憶手段は、前記危険感受度推定装置により推定された危険感受度と現
在の走行位置とに基づいて、各々の走行位置に対応する規範的危険感受度を更新する。
【００４１】
したがって、請求項６に記載の発明によれば、規範的危険感受度記憶手段に記憶された規
範的危険感受度を運転者の運転スタイルに適応させることができるので、運転者の運転の
特徴を学習して安全性を評価することができる。
【００４２】
　請求項７に記載の発明である警報装置は、請求項１から３のいずれか１項に記載の危険
感受度推定装置と、前記危険感受度推定装置により推定された危険感受度の大きさを出力
する危険感受度出力手段と、を備えている。
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【００４３】
　ここで、危険感受度出力手段は、人間が五官を通じて警報があったことを感じ取ること
ができれば特に限定されず、例えば、所定の画像を表示したり、警報音を出力したり、振
動を発してもよい。
【００４４】
したがって、請求項７に記載の発明によれば、運転者又は第三者に対して運転者の危険感
受度を報知することにより、交通事故を予防することができる。
【００４５】
　請求項８に記載の発明である警報装置は、請求項４から６のいずれか１項に記載の安全
運転評価装置と、前記安全運転評価装置により評価された運転の安全性の大きさを出力す
る安全性出力手段と、を備えている。
【００４６】
したがって、請求項８に記載の発明によれば、運転者又は第三者に対して運転者の運転の
安全性を報知することにより、運転者の「思い込み」を抑制し、交通事故を予防すること
ができる。
【００４７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００４８】
［第１の実施形態］
図１は、本発明の第１の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。
【００４９】
警報装置は、アクセルペダルの上方に配置された光学式センサ１１ａと、ブレーキペダル
の上方に配置された光学式センサ１１ｂと、アクセルペダル操作量（アクセルペダル踏込
量）を計測するアクセルポジションセンサ１２と、マスタシリンダ圧（ブレーキペダル踏
込量）を計測するマスタシリンダ圧センサ１３と、運転者によるステアリング操作の程度
（操舵角）を計測する操舵角センサ１４と、自車位置データベース１５と、前方障害物デ
ータベース１６と、運転者の主観的リスクである危険感受度の推定演算を行うコンピュー
タ２０と、運転者危険感受度に応じて所定の表示を行う表示装置３０と、を備えている。
【００５０】
光学式センサ１１ａは、いわゆるアクセルペダル構えセンサであり、アクセルペダル上に
運転者の足が構えられているときにオン信号を出力する。光学式センサ１１ｂは、いわゆ
るブレーキペダル構えセンサであり、ブレーキペダル上に運転者の足が構えられていると
きにオン信号を出力する。なお、光学式センサ１１ａ，１１ｂは、ダッシュボード下部に
配置されてもよい。また、アクセルペダル又はブレーキペダル上に運転者の足が構えられ
ているかを計測することができれば、光学式センサ１１ａ，１１ｂに限定されず、１つの
センサであってもよい。
【００５１】
アクセルポジションセンサ１２は、例えばアクセルペダルのステーに対して接続されたポ
テンショメーターであり、アクセルペダルの踏み込みストローク量を電気的に計測する。
【００５２】
マスタシリンダ圧センサ１３は、マスタシリンダのブレーキ圧を電気的に計測する圧力計
である。なお、マスタシリンダ圧センサ１３の代わりに、アクセルポジションセンサ１２
と同様に、ポテンショメーターを用いてもよい。
【００５３】
操舵角センサ１４は、ステアリングシャフトに接続した回転式のポテンショメーターであ
り、ステアリングの角度を表す操舵角を電気的に計測する。
【００５４】
自車位置データベース１５には、サンプリング時間毎の自車位置、具体的には「１」又は
「０」の時系列データが記憶されている。ここで、「１」は、自車が信号機や一時停止線
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の付近（例えば信号機や一時停止線のある交差点から３０ｍ以内）にあることを表してい
る。「０」は、自車が信号機や一時停止線の付近にないことを表している。すなわち、こ
こにいう自車位置とは、減速・停止の要因となり、かつ所定位置に対して絶対的に存在す
る外部環境（信号機や一時停止線等の有無）を表したものである。
【００５５】
前方障害物データベース１６には、サンプリング時間毎の障害物、具体的には「１」又は
「０」の時系列データが記憶されている。ここで、「１」は、前方進路上（例えば自車か
ら３０ｍ以内）に障害物があることを表している。「０」は、前方進路上に障害物がない
ことを表している。すなわち、ここにいう障害物とは、減速・停止の要因となり、かつ所
定時間において自車に対して相対的に存在する外部環境（人間や車両等の有無）を表した
ものである。
【００５６】
なお、自車位置データベース１５及び前方障害物データベース１６に記憶された時系列デ
ータは、運転者が例えば１分間運転したときに撮影された前方風景のビデオ映像に基づい
て、実験者の判断により「１」又は「０」に抽出されたデータである。
【００５７】
コンピュータ２０は、図１に示すように、運転者の危険感受度を推定する危険感受度推定
部２３を備えている。ここで、危険感受度推定部２３は、光学式センサ１１ａ，１１ｂ、
アクセルポジションセンサ１２、マスタシリンダ圧センサ１３、操舵角センサ１４のそれ
ぞれのセンサ出力と、自車位置データベース１５及び前方障害物データベース１６を参照
して、式（１）に従って、時間ｔにおける運転者の危険感受度Ｒtを計算する。
【００５８】
【数１】

【００５９】
Ｄtは、時間ｔにおいて運転者がどの程度強く減速を意図しているかを示す減速意図項で
ある。危険感受度推定部２３は、ペダル操作分類基準テーブルを参照して、光学式センサ
１１ａ，１１ｂ、アクセルポジションセンサ１２、マスタシリンダ圧センサ１３の各セン
サ出力に基づいて、減速意図項Ｄtを算出する。
【００６０】
図２は、ペダル操作分類基準テーブルを示す図である。危険感受度推定部２３は、ペダル
操作分類基準テーブルを参照し、各センサ出力が「操作量の範囲」のいずれの項目に該当
するかを判定し、該当する項目に対応する値（０～６のいずれか）を算出する。
【００６１】
Ｓtは、時間ｔにおいて運転者がどの程度大きく（または速く）操舵しているかを示す操
舵項である。危険感受度推定部２３は、ステアリング操作分類基準テーブルを参照して、
操舵角センサ１４のセンサ出力（操舵角）に基づいて操舵項Ｓtを算出する。また、操舵
角を時間微分して、操舵角速度に基づいて操舵項Ｓtを算出することもできる。
【００６２】
図３は、ステアリング操作分類基準テーブルを示す図である。危険感受度推定部２３は、
ステアリング操作分類基準テーブルを参照し、センサ出力が「操作量の範囲」のいずれの
項目に該当するかを判定し、該当する項目に対応する値（０～４のいずれか）を算出する
。
【００６３】
Ｍtは、時間ｔにおける補正項である。危険感受度推定部２３は、自車位置データベース
１５及び前方障害物データベース１６から時間ｔのデータを読み出し、環境情報分類基準
を参照して、補正項Ｍtを算出する。
【００６４】



(10) JP 4097519 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

図４は、環境情報分類基準テーブルを示す図である。危険感受度推定部２３は、環境情報
分類基準テーブルを参照し、自車位置データベース１５及び前方障害物データベース１６
から読み出された時間ｔのデータが「条件」のいずれの項目に該当するかを判定し、該当
する項目に対応する値（０．５又は１）を算出する。なお、後述する実施形態においても
同様に、警報装置に自車位置データベース１５及び前方障害物データベース１６が設けら
れている場合は、図４に示す環境情報基準テーブルが使用される。
【００６５】
補正項Ｍtは、信号機や一時停止または前方障害物があった場合（当該位置での自車位置
データベース１５の値と前方障害物データベース１６の値のいずれか一方が１の場合）で
は０．５になる。また、補正項Ｍtは、信号機等や前方障害物のいずれも無い場合（当該
位置での自車位置データベース１５の値と前方障害物データベース１６の値の両方が０の
場合）では１．０になる。
【００６６】
ａ及びｂは、各項が危険感受度に及ぼす重みを示す重み付け係数であり、用途や運転者に
応じて適宜変更が可能である。
【００６７】
ここで、減速意図項Ｄt及び操舵項Ｓtを算出した理由について説明する。
【００６８】
図５は、運転者の危険感受度と運転行動の関係を説明する図である。運転者は、交通状況
を認知し、運転中に危険を感じたとき、その危険を回避したり、危険を減らすような防衛
運転を行う。
【００６９】
例えば、運転者は、前方に路上駐車車両があり、対向車もあって自車の進路が狭くて、駐
車車両が動き出したり駐車車両の陰から歩行者が飛び出したら避けられない、といった危
険を感じたとしたら、対向車をやりすごすために減速したり一時停止したりする。また、
運転者は、例えば、交差点を直進する際、左側の交差路から車両が飛び出してきて危険そ
うだと感じたとしたら、減速したり、進路を右に変更するなどしてその危険を避けようと
する。
【００７０】
つまり、運転者、交通状況に何らかの危険を感じていれば、ほとんどの場合は、何らかの
回避・対処のための運転行動を行う。例えば、いつでも減速開始できるようにブレーキペ
ダルに足を構えたり、実際に減速するためにブレーキペダルを踏んだり、左右に避けるた
めに早くまたは大きくステアリングを回したりする。逆に、これらの運転行動を捉えるこ
とで、その運転者がどの程度危険を感じているか（危険感受度）を推定できる。
【００７１】
そこで、危険感受度推定部２３は、光学式センサ１１ａ，１１ｂ、アクセルポジションセ
ンサ１２、マスタシリンダ圧センサ１３の各センサ出力に基づいて、減速・停止によって
危険を避けようとする運転者の意思を数量化して減速意図項Ｄtを算出する。さらに、危
険感受度推定部２３は、操舵角センサ１４のセンサ出力に基づいて、進路変更・旋回によ
り危険を避けようとする運転者の意思を数量化して操舵項Ｓtを算出する。そして、これ
らの演算によって、運転者の危険感受度をリアルタイムで定量的に求めている。
【００７２】
つぎに、補正項Ｍtを算出した理由について説明する。
【００７３】
上述のような減速・停止や進路変更・旋回といつた運転行動は、危険を回避する目的以外
の状況によっても発生する。運転者は、例えば、信号機が赤であったり、一時停止標識・
表示があれば、危険性の有無や大小にかかわらず、減速および停止を行う。これは危険を
回避する行動ではなく、交通法規に従っているだけの行動である。運転者は、同様に、交
差点等で右左折を行う場合も、ほぼ無条件に減速や停止のための操作を行い、右左折のた
めのステアリング操作による旋回を行う。また同様に、運転者は、車両前方の先行車が何
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らかの理由によって減速・停止したり、進路上に道路工事や何らかの障害物があれは、無
条件に減速・停止や進路変更・旋回を行う。
【００７４】
このような状況の場合、実際には運転の危険性が低いにもかかわらず、危険感受度が高く
なるという問題がある。
【００７５】
そこで、危険感受度推定部２３は、自車が信号機や一時停止付近にあるか否かを特定し、
自車が信号機・一時停止や交差点付近にあることを検出した場合、その地点・時点におけ
る減速・停止や進路変更・旋回といった運転行動が危険感受度にあまり影響を与えないよ
うにすべく、補正項Ｍtを演算する。
【００７６】
同様に、危険感受度推定部２３は、先行車が減速・停止しようとしている状態、または、
道路工事や障害物等がある状態を検出した場合、その地点・時点における減速・停止や進
路変更・旋回といった運転行動が危険感受度にあまり影響を与えないようにすべく、補正
項Ｍtを演算する。
【００７７】
なお、本実施形態では、危険感受度推定部２３は、図２から図４のテーブル（例えば、各
操作量の閾値、分類の数、分類ごとに割り振られる値）を用いたが、これに限定されるも
のではなく、任意に変更することができる。
【００７８】
図６は、１分間運転したときの運転者危険感受度Ｒの推定値を示す図である。なお、式（
１）において、重み付け係数ａ，ｂを１．０とした。ここで、報告値とは、運転者の主観
的な危険感受度を示す値をいう。
【００７９】
図７は、運転者が危険感受度を主観的に報告する状態を示す図である。報告値は、運転者
に対して運転中に撮影された前方風景ビデオを提示して、前方風景から感じられる主観的
な危険度をレバーで報告させることで得られた値である。
【００８０】
推定値と報告値との相関係数はｒ＝０．８となった。これにより、運転行動と自車位置や
前方障害物といった環境情報の組み合わせによって、運転者の危険感受度が高精度に求め
られることが確かめられた。
【００８１】
図８は、比較例として運転行動のみから求められた危険感受度の推定値を示す図である。
ここでは、危険感受度推定部２３は、次の（２）式に従って危険感受度を求めた。
【００８２】
【数２】

【００８３】
この際、減速意図項Ｄt、操舵項Ｓt、重み付け係数ａ，ｂは、上述した式（１）と同様で
ある。
【００８４】
推定値と報告値との相関係数はｒ＝０．５と低い値になった。環境情報を用いずに、運転
行動のみを用いるだけでは、運転者の危険感受度が高精度に求められないことが確かめら
れた。
【００８５】
ここで、図８において、特に推定開始直後（０～１５秒）と推定終了直前（５５秒以降）
で推定値と報告値との解離が大きくなった。推定開始直前は、図９に示すように、交差点
を右折する場面である。また、推定終了直前は、図１０に示すように、先行車に続いて赤
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信号で停止する場面である。
【００８６】
これらの場面では、運転者は危険感受度の程度に関わらず無条件に制動や操舵を行うため
、相関係数ｒが低くなったと考えられる。これらの場面以外（１５～５５秒まで）では、
相関係数はｒ＝０．８になった。
【００８７】
交差点や前方障害物のない場面に限定すれば、運転操作のみから危険感受度が高精度に求
められる。しかし、多種多様な交通状況における危険感受度を高給度に推定するためには
、自車位置や前方障害物の情報が必要であることが確かめられた。
【００８８】
そして、表示装置３０は、コンピュータ２０の危険感受度推定部２３で演算された危険感
受度の程度を表示する。
【００８９】
図１１（Ａ）はタコメータ４０とスピードメータ５０との間に設けられた表示装置３０を
示す図、同図（Ｂ）は表示装置３０の拡大図である。表示装置３０は、赤色、黄色、緑色
をそれぞれ発光する複数のＬＥＤ３１を備えている。危険感受度が小さいときは、緑色の
ＬＥＤ３１Ｇのみが発光する。危険感受度が大きくなるに従って、緑色のＬＥＤ３１Ｇだ
けでなく、黄色のＬＥＤ３１Ｙも発光する。そして、さらに危険感受度が大きくなると、
赤色のＬＥＤ３１Ｒも発光する。これにより、運転者は、自分自身が現在どの程度の危険
を感じているかを自己評価することができる。すなわち、運転者は、自分自身がどのよう
な状況でどの程度の危険度を感じているのかを、客観的に認識することができ、危険回避
や防衛運転の能力を自己評価することできる。
【００９０】
図１２（Ａ）は車体のリア側に設けられた表示装置３０を示す図、同図（Ｂ）は表示装置
３０の拡大図である。ここでは、表示装置３０は、自車後方に向けて設置されている。こ
れにより、後続車両の運転者は、前方車両がどの程度危険なのかを、その地点に達する以
前にあらかじめ予測することが可能となり、危険を回避するための準備（例えば、ブレー
キペダルに足を構え、いつでも減速できるよう準備すること）を早い段階で行うことがで
きる。つまり、運転者は、先行車の運転者が感じている危険度を検知して先行車の進路の
危険度を予め予測できるので、早い段階で減速の準備等の対処が可能となって、追突など
の事故を予防することできる。
【００９１】
また、表示装置３０は、車外に向けて表示を行う場合は、後方に向けて設置することに限
定されるものではなく、前後左右のいずれかの方向やそれらの組み合わせのどれであって
もよい。
【００９２】
表示装置３０は、上述のような複数のＬＥＤを点灯させる構成に限定されるものではなく
、アナログメーターやデジタルメーターとして数値的に表示してもよい。また、表示装置
３０の代わりに、運転者や第三者に警報できるものであってもよい。例えば、ブザー音を
出力するスピーカであってもよいし、ステアリングやシートを振動させるバイブレータで
あってもよい。なお、運転者や第三者に対して警報を出力することができるものであれば
、表示装置３０に限定されないのは、後述する実施形態でも同様である。
【００９３】
以上のように、第１の実施形態に係る警報装置は、運転者の実際の運転行動と運転中の環
境情報とに基づいて定量的に危険感受度を推定することができる。このとき、警報装置は
、運転者のアクセル操作量、ブレーキペダル操作量、足位置に基づいて運転者の減速意図
を求め、ステアリング操作量に基づいて操舵意図を求め、さらに自車位置及び自車に対す
る障害物に基づいて外部環境を求め、これらすべてを考慮しているので、運転者の感受す
る危険感受度を高精度に推定することができる。
【００９４】
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特に自車の外部環境を考慮しているので、自車が交差点や先行車に接近したために運転者
が減速運転した場合であっても、危険感受度が実際よりも高くなってしまうのを防止する
ことができる。
【００９５】
［第２の実施形態］
つぎに、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、第１の実施形態と同一の部位
には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００９６】
図１３は、本発明の第２の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。
【００９７】
警報装置は、図１に示した自車位置データベース１５、前方障害物データベース１６に代
えて、ＧＰＳ信号を受信するＧＰＳ受信機１７と、電子地図が記憶された電子地図データ
ベース１８と、自車の前方障害物を認識するためのレーダ装置１９とを備えている。
【００９８】
ＧＰＳ受信機１７は、ＧＰＳアンテナを介してＧＰＳ信号を受信し、現在の自車の位置情
報をコンピュータ２０に供給する。
【００９９】
電子地図データベース１８は、例えば、ナビゲーション装置の光ディスクやハードディス
クに予め記憶された電子地図である。なお、電子地図データベース１８は、外部の通信回
線を介してリアルタイムでダウンロードされた情報であってもよい。
【０１００】
レーダ装置１９は、自車前方に向けて配置され、レーダを所定方向に走査することによっ
て自車前方の障害物を認識し、認識結果をコンピュータ２０に供給する。
【０１０１】
また、コンピュータ２０は図１３に示すように構成されている。すなわち、コンピュータ
２０は、自車位置を特定する自車位置特定部２１と、自車前方の障害物を認識する前方障
害物認識部２２と、各センサ出力、自車位置及び障害物認識結果に基づいて危険感受度を
推定する危険感受度推定部２３とを備えている。
【０１０２】
自車位置特定部２１は、ＧＰＳ受信機１７から供給された自車の位置情報（緯度・経度）
を用いて、電子地図データベース１８を参照しながら、自車が電子地図上で信号機や一時
停止線のある交差点の３０ｍ以内の範囲にあるか否かを判定し、自車が信号機や交差点の
３０ｍ以内にある場合は「１」を出力し、自車が信号機や交差点の３０ｍ以内にない場合
は「０」を出力する。
【０１０３】
前方障害物認識部２２は、レーダ装置１９の認識結果に基づいて、障害物の大きさ（幅や
面積）、距離、数を認識する。さらに、前方障害物までの距離を認識し、自車前方３０ｍ
以内に障害物がある場合は「１」、自車前方３０ｍ以内に障害物がない場合は「０」を出
力する。
【０１０４】
図１４は、本実施形態に係る環境情報分類基準テーブルを示す図である。危険感受度推定
部２３は、この環境情報分類基準テーブルを参照し、時間ｔにおける自車位置特定部２１
及び前方障害物認識部２２の出力値が「条件」のいずれの項目に該当するかを判定し、該
当する項目に対応する値（０．５又は１）を補正項Ｍtとして算出する。なお、後述する
実施形態においても同様に、警報装置に自車位置特定部２１及び前方障害物認識部２２が
設けられている場合は、図１４に示す環境情報基準テーブルが使用される。
【０１０５】
また、危険感受度推定部２３は、第１の実施形態と同様に、操舵項Ｓt及び減速意図項Ｄt

を算出する。そして、算出された補正項Ｍt，操舵項Ｓt，減速意図項Ｄtを用いて、式（
１）に従って、運転者の危険感受度Ｒtを推定する。
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【０１０６】
以上のように、第２の実施形態に係る警報装置は、第１の実施形態と同様に、運転者の実
際の運転行動と運転中の環境情報とに基づいて、運転者の危険感受度をリアルタイムで定
量的に推定することができる。
【０１０７】
警報装置は、特に、ＧＰＳ受信機１７で得られた実時間の自車位置と、電子地図データベ
ース１８に蓄積された電子地図と、レーダ装置１９で認識された実時間の前方障害物情報
とを用いているので、運転中に時々刻々と変化する危険感受度を推定し、運転者や第三者
に対して、推定された危険感受度に応じて警報を発することができる。
【０１０８】
なお、自車位置特定部２１によって自車が交差点付近にあると判定する距離は、３０ｍに
限定するものではなく、任意の距離に設定してもよい。同様に、前方障害物認識部２２に
よって前方障害物があると判定する距離は、３０ｍに限定するものではなく、任意の距離
に設定してもよい。
【０１０９】
また、レーダ装置１９の代わりにＣＣＤカメラを用いてもよい。このとき、前方障害物認
識部２２は、ＣＣＤカメラにより撮影された前方画像に対して画像処理を施することで、
障害物を検出すればよい。
【０１１０】
［第３の実施形態］
つぎに、本発明の第３の実施形態について説明する。なお、第２の実施形態と同一の部位
には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０１１１】
図１５は、本発明の第３の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。本実
施形態に係る警報装置は、第２の実施形態と比べて、コンピュータ２０の機能的な構成が
異なっている。
【０１１２】
コンピュータ２０は、自車位置を特定する自車位置特定部２１と、自車の前方障害物を認
識する前方障害物認識部２２と、運転者の危険感受度を推定する危険感受度推定部２３と
、外部環境に基づく客観的リスクである規範的危険感受度を計算する規範的危険感受度計
算部２４と、危険感受度と規範的危険感受度とを比較する危険感受度比較部２５と、を備
えている。
【０１１３】
規範的危険感受度計算部２４は、自車位置特定部２１と前方障害物認識部２２の少なくと
も一方の出力に基づいて、交通状況において感受すべき規範的な危険感受度を計算する。
具体的には、規範的危険感受度計算部２４は、自車位置特定部２１の出力や、前方障害物
認識部２２によって得られた障害物の大きさ（幅や面積）、距離、数にもとづいて、その
交通状況で感受すべき適切な危険感受度の程度ρを式（３）に従って計算する。
【０１１４】
【数３】

【０１１５】
ここで、ｎは前方障害物の個数、ｗiは障害物ｉの幅、ｄiは障害物ｉと自車との距離を示
す。したがって、前方障害物の数が多くなるに従って、前方障害物が大きくなるに従って
、前方障害物の距離が近くなるに従って、規範的危険感受度ρはそれぞれ大きくなる。
【０１１６】
また、ｍtは、時間ｔにおける補正係数である。例えば時間ｔにおいて、規範的危険感受
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度計算部２４は、自車位置特定部２１が「１」を出力した場合（自車が信号機や交差点の
３０ｍ以内にある場合）は、補正係数ｍtとして「０．５」を出力する。また、規範的危
険感受度計算部２４は、自車位置特定部２１が「０」を出力した場合（自車が信号機や交
差点の３０ｍ以内にない場合）は、補正係数ｍtとして「１．０」を出力する。
【０１１７】
交差点付近は、その他の道路に比べて、先行車、交差車両、横断する歩行者や自転車など
の障害物の数が多い。また、交差点付近で先行車に続いて停止している場合などは、先行
車との距離は短く、先行車の大きさも大きくなる。このような場合、式（３）の規範的危
険感受度ρが大きくなりすぎるのを防ぐために、補正係数ｍtを用いている。
【０１１８】
危険感受度比較部２５は、危険感受度推定部２３で推定された運転者の危険感受度Ｒtと
、規範的危険感受度計算部２４で計算された規範的危険感受度ρtとを比較して、運転者
が「思い込み」に至っているかを判定する。
【０１１９】
危険感受度比較部２５は、例えば（ρt－Ｒt）を演算し、（ρt－Ｒt）が所定の閾値（例
えば、ゼロ近傍の値）より大きいときは運転者が「思い込み」に至っていると判定し、（
ρt－Ｒt）が所定の閾値より大きくないときは「思い込み」に至っていないと判定する。
また、危険感受度比較部２５は、例えば（ρt／Ｒt）を演算し、（ρt／Ｒt）が所定の閾
値（例えば、１近傍の値）より大きいときは運転者が「思い込み」に至っていると判定し
、（ρt－Ｒt）が所定の閾値より大きくないときは「思い込み」に至っていないと判定し
てもよい。
【０１２０】
そして、危険感受度比較部２５は、運転者が「思い込み」に至っていると判定したときに
、表示装置３０を介して、例えば図１１に示すように運転者に「思い込み」を警報させた
り、例えば図１２に示すように車外の第三者に「思い込み」を警報させる。
【０１２１】
以上のように、第３の実施形態に係る警報装置は、運転者の危険感受度Ｒが規範的危険感
受度ρよりも小さい場合に運転者が「思い込み」をしていると判定し、運転者や車外の第
三者に対して情報提示や警報を行うことができる。これにより、運転者の「思い込み」を
抑制し、交通事故を予防することができる。
【０１２２】
また、警報装置は、客観的には危険であるのに運転者の主観では危険と感じていないとい
った「思い込み」の状況においてのみ有効な警報を行うので、運転者に対して煩わしい思
いをさせることなく最適なタイミングで警報を行うことができる。
【０１２３】
さらに、警報装置は、予め運転者によるデータベースの蓄積を行う必要が無く、運転行動
からリアルタイムで定量的に危険感受度を推定できるため、運転者の負担がなくなる。さ
らに、知識としてではなく、実際の運転行動にもとづいて運転者の危険感受度の適切さを
判定できるため、運転者への教育的効果も高めることができる。
【０１２４】
なお、規範的危険感受度ρの計算式は、式（３）に限定されるものではない。規範的危険
感受度ρは、例えば障害物の数のみから求めても良いし、例えば最も近い障害物との距離
のみから求めても良いし、例えば最も近い障害物の大きさのみから求めても良い。また、
補正係数ｍについても任意に変更しても良い。
【０１２５】
また、表示装置３０を用いて運転者の「思い込み」を警報したが、運転者や周囲の者に対
して注意を喚起するような方法であれは、任意に変更しても構わない。
【０１２６】
［第４の実施形態］
つぎに、本発明の第４の実施形態について説明する。なお、第３の実施形態と同一の部位
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には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。第３の実施形態に係る警報装置はリ
アルタイムで計算された規範的危険感受度を用いて所定の警報を行うのに対して、第４の
実施形態に係る警報装置は規範的危険感受度データベースに蓄積された規範的危険感受度
を用いて警報を行うものである。
【０１２７】
図１６は、本発明の第４の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。本実
施形態に係る警報装置は、第３の実施形態の規範的危険感受度計算部２４に代えて、規範
的危険感受度を予め蓄積した規範的危険感受度データベース５０を備えている。
【０１２８】
図１７は、規範的危険感受度データベース５０に蓄積されている規範的危険感受度の概念
を示す図である。すなわち、規範的危険感受度データベース５０には、電子地図上の一定
の座標区間毎に感受すべき規範的危険感受度が予め蓄積されている。なお、規範的危険感
受度データベース５０は、電子地図データベース１８に予め組み込まれた構成であっても
よい。
【０１２９】
なお、規範的危険感受度データベース５０には、交通状況の危険度を規範的に感受するこ
とのできる熟練者（自動車学校運転指導員、タクシー運転者、バス運転者など）が実際に
走行したときの危険感受度を「規範的危険感受度」として蓄積したものが好ましい。
【０１３０】
規範的危険感受度データベース５０は、ＧＰＳ受信機１７で得られた自車の位置情報に基
づいて、現在の自車位置に対応する規範的危険感受度ρを読み出して、危険感受度比較部
２５に供給する。一方、危険感受度推定部２３は、第３の実施形態と同様にして運転者の
危険感受度Ｒを推定して、規範的危険感受度計算部２４に供給する。
【０１３１】
規範的危険感受度計算部２４は、第３の実施形態と同様に、規範的危険感受度ρと運転者
の危険感受度Ｒとを比較（例えば（ρ－Ｒ）や（ρ／Ｒ）を演算）して、比較結果に応じ
て、表示装置３０によって運転者や車外に対して注意を喚起するような表示を出力させる
。なお、注意を喚起することができれば、表示装置３０の代わりに、スピーカやバイブレ
ータ等を用いてもよい。
【０１３２】
以上のように、第４の実施形態に係る警報装置は、規範的危険感受度データベース５０を
用いることによって、規範的危険感受度を計算する手間を省くことで、全体的な処理速度
を向上させることができる。
【０１３３】
なお、コンピュータ２０は、規範的危険感受度データベース５０を運転者自身の運転スタ
イルに適応させることもできる。このとき、コンピュータ２０は、運転者が感受した危険
感受度と位置情報とを規範的危険感受度データベース５０に入力することで、規範的危険
感受度データベース５０を運転者自身の運転スタイルに適応させることができる。このよ
うなコンピュータ２０は、例えば次のように構成されている。
【０１３４】
図１８は、本実施形態に係るコンピュータ２０の他の構成を示すブロック図である。コン
ピュータ２０は、図１６に示した構成に加えて、規範的危険感受度データベース５０から
読み出された規範的危険感受度を補正する補正部２６を備えている。
【０１３５】
規範的危険感受度データベース５０は、危険感受度推定部２３によってリアルタイムで推
定された危険感受度と自車位置とを対応付けて蓄積すると共に、必要に応じて蓄積されて
いる規範的危険感受度を逐次更新する。例えば、危険感受度の所定時間当たりの平均値が
規範的危険感受度よりも低いときは規範的危険感受度を全体的に低くしたり、危険感受度
の所定時間当たりの平均値が規範的危険感受度より高いときは規範的危険感受度の値を全
体的に高くしてもよい。
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【０１３６】
補正部２６は、前方障害物認識部２２で認識された前方障害物に基づいて、規範的危険感
受度データベース５０から読み出された規範的危険感受度を補正する。補正部２６は、例
えば、自車に対して前方障害物が存在した場合（前方障害物認識部２２の出力値が「１」
の場合）には、規範的危険感受度データベース５０から読み出された規範的危険感受度の
値が高くなるように補正して、補正済みの規範的危険感受度を危険感受度比較部２５に供
給する。これにより、補正部２６は、前方障害物が突然現れた場合であっても、その状況
に応じた規範的危険感受度を求めることができる。
【０１３７】
さらに、コンピュータ２０は、車両に情報センターと通信可能な車戴情報端末が接続され
ている場合は、次のようにしてもよい。コンピュータ２０は、運転者が感受した危険感受
度と自車位置情報を、ネットワーク通信により情報センターに送信する。一方、情報セン
ターは、本装置を装備した複数の車両から送信されてきた危険感受度情報を統合し、電子
地図上のある一定の座標空間ごとの危険感受度を演算し直し、演算された危険感受度をコ
ンピュータ２０に送信する。これにより、コンピュータ２０は、地図上の各位置における
最新の危険感受度を用いて、規範的危険感受度データベース５０を更新することができる
。
【０１３８】
以上のように、第４の実施形態に係る警報装置は、規範的危険感受度データベース５０を
運転者の運転スタイルに適応させることによって、危険の感じ方について運転者固有の特
徴がある場合でも、運転者の特徴を考慮して「思い込み」に至ったかを判定して、最適な
タイミングで警報を発することができる。
【０１３９】
なお、規範的危険感受度データベース５０は、上述した実施形態に限定されるものではな
い。例えば、規範的危険感受度データベース５０は、ナビゲーション装置の光ディスクや
ハードディスクに記憶されたソフトウェアとして予め用意されたものでもよいし、車載情
報端末によりインターネット等のネットワーク回線を介してダウンロードされたものでも
よいし、ＶＩＣＳ（Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）情報として道路インフラからの通信回線（例えば、光学式
・電波式ビーコン）を介して受信した情報であってもよい。
【０１４０】
［第５の実施形態］
つぎに、本発明の第５の実施形態について説明する。なお、上述した実施形態と同一の部
位には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０１４１】
図１９は、本発明の第５の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。本実
施形態に係る警報装置は、例えば、交通状況をコンピュータ・グラフィクス（ＣＧ）やビ
デオ映像で表示する運転模擬装置（ドライビングシミュレータ）に用いて好適なものであ
る。
【０１４２】
警報装置は、光学式センサ１１ａ，光学式センサ１１ｂと、アクセルペダル操作量を計測
するアクセルポジションセンサ１２と、マスタシリンダの油圧を計測するマスタシリンダ
圧センサ１３と、運転者によるステアリング操作の程度（操舵角）を計測する操舵角セン
サ１４と、自車位置データベース１５と、前方障害物データベース１６Ａと、運転者の主
観的リスクである危険感受度の推定演算を行うコンピュータ２０と、運転者危険感受度に
応じて所定の表示を行う表示装置３０と、を備えている。
【０１４３】
前方障害物データベース１６Ａには、第１の実施形態と同様に、サンプリング時間毎に「
１」又は「０」の時系列データが記憶されている。さらに、前方障害物データベース１６
Ａには、サンプリング時間毎に前方障害物の個数ｎ、障害物ｉの幅ｗi、障害物ｉと自車
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との距離ｄiが記憶されている。
【０１４４】
また、コンピュータ２０は、各センサ出力及び各データベースを参照して運転者の危険感
受度を推定する危険感受度推定部２３と、各データベースを参照して規範的危険感受度を
計算する規範的危険感受度計算部２４と、危険感受度及び規範的危険感受度を比較する危
険感受度比較部２５と、を備えている。
【０１４５】
危険感受度推定部２３は、第１の実施形態と同様に、式（１）に従って運転者の危険感受
度Ｒtを推定する。
【０１４６】
規範的危険感受度計算部２４は、自車位置データベース１５及び前方障害物データベース
１６Ａを参照しながら、所定の順序で時間ｔにおける規範的危険感受度を計算する。具体
的には以下の通りに計算する。
【０１４７】
規範的危険感受度計算部２４は、最初に、自車位置データベース１５の時系列データに基
づいて、時間ｔの補正係数ｍtを求める。例えば時間ｔにおいて、自車位置データベース
１５が「１」を出力した場合（自車が信号機や交差点の３０ｍ以内にある場合）は、補正
係数ｍtとして「０．５」を求める。また、自車位置データベース１５が「０」を出力し
た場合（自車が信号機や交差点の３０ｍ以内にない場合）は、補正係数ｍtとして「１．
０」を求める。
【０１４８】
次に、規範的危険感受度計算部２４は、補正係数ｍt、前方障害物データベース１６Ａに
記憶されている時間ｔにおける障害物の大きさ（幅や面積）、距離、数を用いて、上述し
た式（３）に従って規範的危険感受度ρtを計算する。
【０１４９】
危険感受度比較部２５は、規範的危険感受度ρtと運転者の危険感受度Ｒtとを比較する。
危険感受度比較部２５は、例えば、ρt＞Ｒtのときに式（４）に従って（ρt－Ｒt）（但
し、（ρt－Ｒt）≧０に限る。）を加算平均してＱを求める。なお、Ｔは、運転した総時
間（ｔの総数）を示している。
【０１５０】
【数４】

【０１５１】
図２０は、総合評価基準テーブルを示す図である。危険感受度比較部２５は、式（４）に
より得られたＱの大きさを図２０に示す総合評価基準テーブルに照らして、運転者の危険
感受度の総合評価（例えばＡ～Ｅの５段階評価）を行う。ここでは、Ａの評価が最もよく
、Ｅの評価が最も悪くなっている。
【０１５２】
また、危険感受度比較部２５は、例えば、ρt＞Ｒtのときに式（５）に従って（ρt／Ｒt

）（但し、ρt／Ｒt≧１に限る。）を加算平均してＱを求めてもよい。なお、Ｔは、運転
した総時間（ｔの総数）を示している。
【０１５３】
【数５】
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【０１５４】
危険感受度比較部２５は、式（５）により得られたＱの大きさを所定の総合評価基準テー
ブルに照らして、運転者の危険感受度の総合評価を行えばよい。
【０１５５】
そして、危険感受度比較部２５は、Ｑと総合評価基準テーブルとの比較結果に基づいて、
表示装置３０に所定の警報表示を行う。
【０１５６】
図２１は、表示装置３０による警報表示の一例を示す図である。ここでは、表示装置３０
は、運転者が模擬運転を行った後、模擬運転の様子をリプレイ表示しながら、模擬運転中
の運転者の危険感受度推定値Ｒと規範的危険感受度ρの程度をグラフに表示し、さらに、
それらの比較値（例えば（ρ－Ｒ）や（ρ／Ｒ））をグラフに表示する。
【０１５７】
図２２は、表示装置３０による警報表示の他の例を示す図である。ここでは、表示装置３
０は、運転者の危険感受度Ｒ（図中「あなた」）と規範的危険感受度ρ（図中「規範」）
の時系列変化をグラフで表示するとともに、時系列の中で危険感受度Ｒと規範的危険感受
度ρとが最も乖離した場面も表示している。さらに、表示装置３０には、自車位置データ
ベース１５と前方障害物データベース１６の参照結果として、この場面ではどんな障害物
があったかなどを表した文章も表示されている。
【０１５８】
以上のように、第５の実施形態に係る警報装置は、運転者が普段の運転において注意すべ
き交通状況を具体的に提示することにより、運転者の安全運転教育の効果を高めることが
できる。特に、運転者の「思い込み」の程度を運転者自身にフィードバックすることによ
り、運転者に「思い込み」を自覚させ、安全運転意識を向上させることができる。
【０１５９】
なお、運転者の危険感受度と規範的危険感受度危険感受度との比較による総合的判断を行
うことができれば、式（４）や式（５）に限定されるものではない。また、図２０に示し
た総合評価基準テーブルは任意に変更しても良い。同様に、総合評価の表示はＡ～Ｅのア
ルファベットに限らず、数値や任意の表記をとってもかまわない。
【０１６０】
［第６の実施形態］
つぎに、本発明の第６の実施形態について説明する。なお、上述した実施形態と同一の部
位には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０１６１】
図２３は、本発明の第６の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。本実
施形態に係る警報装置は、第５の実施形態の規範的危険感受度計算部２４に代えて、補正
部２６及び規範的危険感受度データベース５０を備えている。なお、補正部２６及び規範
的危険感受度データベース５０は、第４の実施形態と同様に構成されている。
【０１６２】
ここで、規範的危険感受度データベース５０には、交通状況の危険度を規範的に感受する
ことのできる熟練者（自動車学校運転指導員、タクシー運転者、バス運転者など）が所定
のコースを運転したときの危険感受度を蓄積しておくのが好ましい。または、規範的危険
感受度データベース５０には、数多くの運転者が同一コースを運転したときの危険感受度
の平均値などを蓄積してもよい。
【０１６３】
したがって、第６の実施形態に係る警報装置は、運転者の危険感受度Ｒと規範的危険感受
度ρとを比較して、比較結果を表示装置３０を介して運転者に対してフィードバックする
ことにより、運転者に「思い込み」を自覚させ、安全運転意識を向上させることができる
。
【０１６４】
【発明の効果】
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本発明に係る危険感受度推定装置は、アクセル操作量、ブレーキペダル操作量、ステアリ
ング操作量、自車位置及び認識された障害物とに基づいて運転者の危険感受度を推定する
ことにより、運転者の減速意図及び操舵意図、さらに外部環境を考慮して、運転者の感受
する危険感受度を高精度に推定することができる。
【０１６５】
本発明に係る安全運転評価装置は、運転者の主観的な危険感受度と、外部環境に基づく客
観的な規範的危険感受度とに基づいて、運転者による運転の安全性を高精度に評価するこ
とができる。
【０１６６】
本発明に係る警報装置は、危険感受度推定装置により推定された危険感受度に基づいて警
報を出力することにより、運転者又は第三者に運転者の危険感受度を報知することで、交
通事故を防止することができる。
【０１６７】
本発明に係る警報装置は、安全運転評価装置により評価された運転の安全性に基づいて警
報を出力することにより、運転者又は第三者に運転者の運転の安全性を報知することがで
き、交通事故を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。
【図２】ペダル操作分類基準テーブルを示す図である。
【図３】ステアリング操作分類基準テーブルを示す図である。
【図４】環境情報分類基準テーブルを示す図である。
【図５】運転者の危険感受度と運転行動の関係を説明する図である。
【図６】１分間運転したときの運転者危険感受度Ｒの推定値を示す図である。
【図７】運転者が危険感受度を主観的に報告する状態を示す図である。
【図８】運転行動のみから求められた危険感受度の推定値を示す図である。
【図９】交差点を右折する場面の図である。
【図１０】先行車に続いて赤信号で停止する場面を示す図である。
【図１１】（Ａ）はタコメータとスピードメータとの間に設けられた表示装置を示す図、
（Ｂ）は表示装置の拡大図である。
【図１２】（Ａ）は車体のリア側に設けられた表示装置を示す図、（Ｂ）は表示装置の拡
大図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】環境情報分類基準テーブルを示す図である。
【図１５】本発明の第３の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。
【図１７】規範的危険感受度データベースに蓄積されている規範的危険感受度の概念を示
す図である。
【図１８】コンピュータ２０の他の構成を示すブロック図である。
【図１９】本発明の第５の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。
【図２０】総合評価基準テーブルを示す図である。
【図２１】表示装置による警報表示の一例を示す図である。
【図２２】表示装置による警報表示の他の例を示す図である。
【図２３】本発明の第６の実施形態に係る警報装置の構成を示すブロック図である。
【図２４】主観的リスク、客観的リスク及び思い込みの関係を示す図である。
【符号の説明】
１１ａ，１１ｂ　光学式センサ
１２　アクセルポジションセンサ
１３　マスタシリンダ圧センサ
１４　操舵角センサ
１５　自車位置データベース
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１６　前方障害物データベース
１７　ＧＰＳ受信機
１８　電子地図データベース
１９　レーダ装置
２０　コンピュータ
２１　自車位置特定部
２２　前方障害物認識部
２３　危険感受度推定部
２４　規範的危険感受度計算部
２５　危険感受度比較部
２６　補正部
３０　表示装置
５０　規範的危険感受度データベース

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】



(25) JP 4097519 B2 2008.6.11

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】
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